
これらの水産動物を採捕してはいけません。

禁止捕捞以下水生物。

あわび：

さざえ：

かき：

いがい：なまこ：

（中国語）

中文

うに：

特定水産動植物

採ってはいけない生き物の例
禁止捕捞生物示例

【お問合せ】【咨询处】
鳥取県庁漁業調整課：鸟取县厅渔业调整课

電話：电话 0857－26－7318、メールアドレス：电子邮件 gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp
ホームページ：网址 URL https://www.pref.tottori.lg.jp/gyogyou-chousei/

境海上保安部：境海上保安部
電話：电话 0859－42－2531

鳥取海上保安署：鸟取海上保安署
電話：电话 0859－32－0118

しらすうなぎ：

海洋版

水産物は著しく規制されており、特にあわび、なまこ、しらすうなぎの密漁

に対する罰則が大幅に強化されました。

海产品受到严格管制、对于偷猎行为（尤其是鲍鱼、海参和鳗鱼苗）的处罚力
度进一步加大。

わかめ：

漁業法違反：违反渔业法
〇特定水産動植物の採捕（あわび、なまこ、しらすうなぎ）
捕捞特定水生动植物（鲍鱼, 海参, 鳗鱼苗）

⇒３年以下の拘禁刑又は、3,000万円以下の罰金
最高可处以三年监禁或三千万日元以下罚款

〇漁業権侵害：侵犯渔业权
⇒１００万円以下の罰金
罚款最高可达100万日元

たこ：

URL QR Code：
URL 二维码 →


